
令和８年４月１日以降住宅を取得された方  

 

 

 

 

本 市 で の 中 古 住 宅 を 住 宅 ま た は 住 宅 兼 店 舗 と し て 利 活 用 を 促 進 す る た め 、

該 当 す る 条 件 に 応 じ て 住 宅 取 得 費 用 を 補 助 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いみず住まいづくり支援補助金（中古住宅利活用事業）

対象者  

次 の い ず れ に も 該 当 す る 方  

〇 住 宅 の 所 有 者  

※   共 有 名 義 の 場 合 は 、居 住 し て い る 方 で 、あ わ せ て 1/2 以 上 の

持 分 を 有 し て お り 、 最 も 持 分 の 多 い 方  

 （ 所 有 者 が 外 国 人 の 場 合 は 、永 住 者 、日 本 人 の 配 偶 者 、永 住 者 の 配

偶 者 等 の い ず れ か の 在 留 資 格 を 有 し 、 か つ 、 市 の 住 民 基 本 台 帳 に

記 載 さ れ て い る 方 ）  

〇 交 付 申 請 日 に お い て 、 住 民 票 に 取 得 し た 住 宅 の 所 在 地 が 記 載 さ れ

て い る こ と （ た だ し 、 住 宅 を 取 得 し た 日 か ら １ 年 を 経 過 す る 日 ま

で に 、 住 民 票 に 取 得 し た 住 宅 の 所 在 地 が 記 載 さ れ て い る こ と ）  

〇 交 付 申 請 日 か ら ５ 年 以 上 取 得 し た 住 宅 に 居 住 す る 意 思 が あ り 、か

つ 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 参 画 に 同 意 す る こ と  

〇 取 得 し た 住 宅 に 居 住 す る 全 員 が 市 税 の 滞 納 が な い こ と  

〇 取 得 し た 住 宅 に 居 住 す る 全 員 が 暴 力 団 員 で は な い こ と  

〇 取 得 し た 住 宅 に 居 住 す る 全 員 が 、 こ の 要 綱 に 基 づ く 補 助 金 、 ま た

は 市 が 実 施 す る 同 種 の ほ か の 補 助 金 を 受 け て い な い こ と

対象となる住宅  

市 内 に 所 在 す る 中 古 住 宅（ 過 去 に 人 の 居 住 の 用 に 供 さ れ た こ と が あ る

住 宅   又 は   竣 工 か ら ２ 年 を 超 え た 住 宅 ）



補助額  

次 の 表 に 定 め る 補 助 額 の 合 計 で 、転 入 者 を 含 む 世 帯 は 200 万 円 を 、そ れ

以 外 の 世 帯（ 市 内 居 住 者 世 帯 ）は 100 万 円 を 限 度 と し ま す 。た だ し 、土 地・

住 宅 の 取 得 費 用 が 補 助 額 を 下 回 る 場 合 は 、 当 該 費 用 （ 千 円 未 満 の 端 数 は 切

捨 て ） を 上 限 と す る 。  

 

 

※ 転 入 者 … 市 外 に １ 年 以 上 住 所 を 有 し 、 転 入 の 日 以 後 ３ 年 を 経 過 し て い な い 者  

※ 指 定 宅 地 … 空 き 家 バ ン ク に 登 録 さ れ て か ら １ 年 以 上 経 過 し 、前 所 有 者 が 所 有 権

を ３ 年 以 上 保 有 し て い た 土 地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 補 助 の 区 分 補 助 の 内 容 補 助 額

 

中 古 住 宅 購 入（ 基 本 ） 中 古 住 宅 を 取 得 し 、 居 住 し て い る 場 合

２ ０ 万 円  

転 入 者 を 含 む 世

帯 は ３ ０ 万 円

 空 き 家 等 情 報 バ ン ク

利 用 加 算

取 得 し た 中 古 住 宅 が 、 射 水 市 空 き 家 等 情 報

バ ン ク に 登 録 さ れ て い る 場 合
２ ０ 万 円

 
指 定 宅 地 居 住 加 算 ※

市 が 指 定 す る 指 定 宅 地 を 自 ら 購 入 し て 、 そ

の 土 地 の 中 古 住 宅 を 取 得 し た 場 合
３ ０ 万 円

 

な り わ い 住 宅 加 算

居 住 者 が 、自 ら 生 業（ 地 域 の 賑 わ い 向 上 に 資

す る も の に 限 る 。）を 営 み 、３ 年 以 上 継 続 し

て 事 業 を 営 む 意 思 の あ る 場 合

３ ０ 万 円

 世 帯 に 転 入 者 が い る 場 合 は 、 以 下 も 対 象 。

 

子 育 て 世 帯 移 住 加 算

交 付 申 請 日 に お い て 、 取 得 し た 住 宅 に 転 入

者 を 含 む 子 育 て 世 帯 が 扶 養 し て い る 中 学 生

以 下 の 子 ど も が 居 住 し て い る 場 合

子 ど も １ 人 に つ き      

２ ０ 万 円

 
県 外 若 者 世 代 移 住 加

算

交 付 申 請 日 に お い て 、 取 得 し た 住 宅 に 居 住

す る 世 帯 に 県 外 か ら ３ ９ 歳 以 下 で 転 入 す る

方 が 含 ま れ る 場 合

３ ０ 万 円

申請期限  

　住 宅 を 取 得 し た 日（ 所 有 権 移 転 登 記 日 ）ま た は 取 得 し た 住 宅 の 所 在 地

に 住 民 票 の 住 所 を 定 め た 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら ３ か 月 以 内  

※ た だ し 、「 な り わ い 住 宅 加 算 」 に 該 当 す る 場 合 は 、 １ 年 以 内

補助金の返還  

　次 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 は 、 補 助 金 の 返 還 が 必 要 で す 。  

〇 虚 偽 の 申 請 等 を し た 場 合  

〇 不 正 の 行 為 が あ っ た 場 合  

〇 交 付 申 請 日 か ら ５ 年 以 内 に 転 出 ま た は 転 居 し た 場 合



申請に必要な書類 

 

　　　

   書類名称 入手方法

 
□

いみず住まいづくり支援補助金 

交付申請書兼請求書（様式第１号の１）
射水市 HP

 
□

世帯全員の住民票の写し（続柄、本籍記載） 射水市市民課

 （発行後３か月以内のもの） （取得した住宅へ居住後）

 □ 転入者の戸籍の附票 本籍地

 

□

不動産売買契約書 

（契約日、売主及び買主の記名押印、媒介業者、売

買物件、売買代金、条項の記載のある面）

 

 
□

住宅の取得に係る費用の支払いを証する書類（領収

書・振込伝票の控えなど）※契約金額全額分
 

 

□

不動産登記の全部事項証明書（建物） 法務局

 不動産登記の全部事項証明書（土地） （所有権保存または移転登記が完了

し、発行後 3 か月以内のもの）  ※土地が複数ある場合は、購入したすべて

 

□

世帯全員の完納証明書
１月１日時点で住民票のあった自治体

（射水市の場合は収納対策課）
 （発行後３か月以内のもの）

 ※中学生までの子どものものは不要です

 □ 個人情報の取扱いに関する同意書 射水市 HP

 
□ いみず住まいづくり支援補助金申請に関する誓約書 射水市 HP

 

□

中古住宅であることの確約書 

（媒介契約を締結した宅地建物取引業者が中古住宅

であることを証明した書類）

射水市 HP

 

□
射水市空き家等情報バンクに掲載されていたことが

わかるもの

ホームページのコピーなど 

（※取下済みの場合は観光まちづくり

課で確認します。）

 
□ 取得した住宅の位置が分かる書類（位置図等）

 
□ 開業したことを証する書類（「なりわい住宅加算」

に該当する場合）※開業届の写しなど

 □ 振込先の預金通帳等の写し  

 □ 口座振込登録（変更）申請書 射水市 HP

 □ アンケート 射水市 HP

提出先：射水市観光まちづくり課（新湊消防署１階） 

〒934-0011　射水市本町二丁目 13 番 1 号 

TEL:0766-51-6676　　FAX 0766-82-7874


